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こ の 資 料 の 見 方

第１　調査対象事業及び期間

　　県内市町村等の地方公営企業について、令和６年度の決算、業務状況等を調査したものである。

第２　法適用企業（地方公営企業法の規定の全部又は一部を適用している企業）

１　施設及び業務状況

　　　施設については、令和７年3月31日現在のものであり､業務状況については、令和６年度における実績である。

　　２　財務諸表

　　　(1)　項目区分は､地方公営企業法施行規則に定める勘定科目に準拠した。

(2) 費用構成表における職員給与費の基本給とは、給料、調整手当及び扶養手当の

合計額をいう。

　　　(3)　資本的収支に関する調中「差引不足額」の算出は、資本的収支額のうち「翌年度へ繰り越される支出の財源充当額」及び「前年度許可債で今年度収入分」を控除した額が資本的支出額に不足する場合のみを集計したものである。したがって全事業についての単純な資本収支差引の額とは一致しないものである。

　　　(4)　不良債務額とは流動負債の額が流動資産の額を超過する額をいい、累積欠損金

とは当年度未処理欠損金の額をいう。

　　３　財務分析

　　　　財務分析による各比率の算出方法は、次のとおりである。

　　　　　　　　　　　　　　　 経常収益

①　経常収支比率（％）＝　　　　　 ×100

　　　　　　　　　　　　　　 　経常費用

　　　　　当年度の企業の経常収益と経常費用の比率を示すもので､この比率が100％以

上の企業は経常損益が黒字、100％以下の企業は赤字を示すものであり､言い換え
れば100の経常費用がどれだけ経常収益として還元されているかを表し､比率が
高いほど経営状態が良いことを示すものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　職員給与費
②　職員給与費対料金収入比率（％）＝　　　　　  ×100

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 料金収入

　　　　　　　　　　      　　　　　 　累積欠損金
③　累積欠損金比率（％）＝　　　　　　　　　　　  ×100

　　　　　　　　　　　　　　　 　営業収益－受託工事収益

　　　　　累積欠損金が年間営業収益の何％になっているかを示すものであり､企業経営

の悪化の度合を表わし､この比率が高いほど企業の損益収支の内容が悪化してい

ることを示すものであり､早急に経営改善を図る必要がある。

　      　　　　　　　　　　　　　 不良債務額

④　不良債務比率（％）＝　　　　　　　　　　　  ×100

　　　　　　　　　　　　　　 　営業収益－受託工事収益

　不良債務＝｛流動負債－（流動資産－翌年度繰越財源）｝が年間営業収益の何％になっているかどうかを示すものであり､収益的収支における赤字だけでなく､資本的収支の赤字まで含めて全体でどの位の資金不足の状況にあるかを表している。

　
４　経営分析

(1) 上水道事業及び簡易水道事業の各比率の算出方法は、次のとおりである。

①　供給単価（１㎥当たり円）（上水道の場合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  給水収益
　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　 年間総有収水量
　　　　　供給単価（１㎥当たり円）（簡易水道の場合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  料金収入
　　　　　　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　 年間総有収水量
　　　　　１㎥当たりどれだけの料金により供給したかを示すものである。
　　　②　給水原価（１㎥当たり円）（上水道の場合）
　　　　　　　経常費用－（受託工事費＋附帯事業費＋材料及び不用品売却原価）
　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　　年　間　総　有　収　水　量
　　　　　給水原価（１㎥当たり円）（簡易水道の場合）
　　　　　　　経常費用－（受託工事費＋減価償却費（法適用企業のみ））＋地方債償還金
　　　　　＝
　　　　　     　　　　　　　　　年　間　総　有　収　水　量
　　　　　１㎥給水するのに原価がどれだけ要したかを示すものであり、供給単価よ　　

りこれが高ければ料金の改正を検討する必要があることを表すものである。
　　③　資本費（１㎥当たり円）（上水道の場合）
　　　　　　　　　　　　　企業債利息＋減価償却費＋受水費のうち資本費相当額
　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　             　　　　　　　　年間総有収水量
　　　　資本費（１㎥当たり円）（簡易水道の場合）
　　　　　　　　　　　　　地方債償還元金＋地方債利息＋受水費のうち資本費相当額
　　　　　　　　　　　＝
　　　　　　　　　　　　　             　　　年間総有収水量

　(2)　病院事業の各比率の算出方法は、次のとおりである。
　　　　　　　　　　　　　　年延入院患者数
　　①　病床利用率（％）＝                  ×100
　　　　　　　　　　　　  　　年延病床数
　　　　　　　　　　　　　　　　　年延外来患者数
　　②　外来入院患者比率（％）＝                   ×100
　　　　　　　　　　　　　　　　　年延入院患者数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 入院収益
　　③　患者１人当たり診療収入（入院）（円）＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年延入院患者数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 外来収益
　　　　患者１人当たり診療収入（外来）（円）＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年延外来患者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入院・外来収益
　　④　職員１人当たり診療収入（円）＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年延職員数
　(3)　職種別給与に関する調

　　①　令和６年度中の常時雇用職員について調製したものである。
　　②　年延職員数とは、年度中の毎月末において在職した職員数の合計である。
　　③　平均月収額は、年間支払額を年延職員数で除した額である。
　　④　平均年齢は、延職員年齢数を職員数で除したものである。
第３　法非適用企業

１　施設については、令和７年３月31日現在のものであり、業務状況については、令和６年度における実績である。
２　歳入歳出決算の状況      
　 　歳入歳出決算に関する調及び地方債に関する調は、令和６年度の実績を、法適用企業に準じて作成したものである。
３　職員数は、令和７年３月31日現在のものである。

※　各表の数値は端数処理により一致しない場合があること。
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